
連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

連 結 注 記 表

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

個 別 注 記 表

上記事項につきましては、法令及び当社定款の規程に基づき、書面交付請求をい

ただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を

省略しております。

第69回定時株主総会の招集に際しての

電子提供措置事項

（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

ＳＤエンターテイメント株式会社



(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)

（単位：千円）

株 主 資 本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 227,101 1,581,362 △239,900 △9,684 1,558,879

当連結会計年度変動額

減資 △127,101 127,101 －

資本剰余金から利益剰
余金への振替

△534,800 534,800 －

親会社株主に帰属する
当期純損失

△197,696 △197,696

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

－

当連結会計年度変動額合計 △127,101 △407,699 337,103 － △197,696

当連結会計年度末残高 100,000 1,173,662 97,203 △9,684 1,361,182

その他の包括利益累計額
純資産合計

その他有価証券
評価差額金

その他の包括利
益累計額合計

当連結会計年度期首残高 11,221 11,221 1,570,100

当連結会計年度変動額

減資 －

資本剰余金から利益剰
余金への振替

－

親会社株主に帰属する
当期純損失

△197,696

株主資本以外の項目の当連
結会計年度変動額(純額)

2,273 2,273 2,273

当連結会計年度変動額合計 2,273 2,273 △195,423

当連結会計年度末残高 13,494 13,494 1,374,677

連結株主資本等変動計算書

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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・市場価格のない株式等

以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）

１）有形固定資産

（リース資産を除く）

当社は建物（建物附属設備を含む）及び構築物は定額法、その他は定率法

によっております。

また、連結子会社は定率法によっております。但し、建物（建物附属設備

を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物に

ついては定額法によっております。

連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　３社

連結子会社の名称

エムシーツー株式会社

ＩＴグループ株式会社

株式会社フォーユー

(2) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

１）その他有価証券

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

２）棚卸資産

・商品・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 ３年～47年

工具、器具及び備品 ２年～15年

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、３年間で均等償

却する方法を採用しております。

２）無形固定資産

（リース資産を除く）

・自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法により償却しておりま

す。

３）リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取り決めがある場

合には残価保証額）とする定額法によっております。

４）長期前払費用 定額法によっております。

③　繰延資産の処理方法

社債発行費 社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。

④　重要な引当金の計上基準

１）貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

２）賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年

度に帰属する額を計上しております。

３）株主優待引当金 株主優待制度に伴う費用の発生に備えるため、当連結会計年度末において

将来利用されると見込まれる額を計上しております。

４）転貸損失引当金 転貸借契約の解除に伴い賃貸借契約の残存期間に発生する損失に備え、支

払義務のある賃料等総額及び原状回復費用等の損失見込額を計上しており

ます。
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⑤　重要なヘッジ会計の方法

１）ヘッジ会計の方法 特例処理の要件を満たしている金利スワップについて、特例処理を採用し

ております。

２）ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金

３）ヘッジ方針 デリバティブ取引は借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による

変動リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針でありま

す。

４）ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップの特例処理の要件を満たしており、その判定をもって有効性

の判定に代えております。

⑥　収益及び費用の計上基準

当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該

履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。なお、当社グ

ループの取引に関する支払条件は、通常、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含ま

れておりません。

１）フィットネス収入

フィットネス施設の利用について、顧客との利用契約に基づきサービスを提供する履行義務を負っ

ております。

フィットネス収入は主に会員からの会費や有料プログラムの利用料からなっており、会費は契約期

間に応じて履行義務が充足されるため、当該期間にわたって収益を認識し、有料プログラムはサー

ビス提供時に履行義務が充足されるため、当該サービス提供時点で収益を認識しております。

また、プロテイン類等の商品販売に係る収益については、商品の引き渡し時点において顧客が当該

商品に対する支配を獲得して履行義務が充足されるため、当該商品の引き渡し時点で収益を認識し

ております。なお、トレーニングウェア等の一部の商品については、他の企業から販売を受託して

いると判断される代理人に該当する取引であるため、顧客から受け取る額から当該他の企業に支払

う額を控除した純額で収益を認識しております。

２）保育収入

主に保育施設の利用について、顧客との利用契約に基づきサービスを提供する履行義務を負っており

ます。

保育施設の利用は、顧客へのサービス提供が完了した時点で履行義務が充足されるため、サービスの

提供が完了した月を基準として収益を認識しております。

また、コンサルティング業務を行っており、保育施設の経営・教育コンサルティング、運営指導、園

職員の研修に関し、顧客との契約に基づいてコンサルティングサービス等を提供する履行義務を負っ

ております。当該サービスが提供される契約期間にわたり履行義務が充足されるため、当該期間にわ

たって収益を認識しております。

３）介護収入

主に介護施設の利用及び訪問介護サービスの利用について、顧客との利用契約に基づきサービスを提

供する履行義務を負っております。

介護施設の利用及び訪問介護サービスの利用は、顧客へのサービス提供が完了した時点で履行義務が

充足されるため、サービスの提供が完了した月を基準として収益を認識しております。

４）オンラインクレーンゲーム収入

オンラインクレーンゲームの利用について、顧客とのサービス利用規約に基づきサービスを提供す

る履行義務を負っております。

ゲーム内におけるサービス提供時において、履行義務が充足されると判断し、当該サービスの提供

時点において収益を認識しております。

５）不動産賃貸収入

不動産管理業務について、顧客との不動産管理契約に基づき賃貸施設の管理や清掃等のサービスを提

供する履行義務を負っております。

当該サービスは継続的に提供しており、履行義務は契約期間にわたり充足されるため、当該期間にわ

たって収益を認識しております。

なお、不動産賃貸業務については「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に基づく

取引であり、顧客との契約から生じる収益以外の収益であります。
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有形固定資産 2,567,225千円

無形固定資産 27,632千円

合　計 2,594,857千円

繰延税金資産（純額） 3,259千円

⑦　のれんの償却方法及び償却期間

　のれんの償却については、５～10年間で均等償却しております。

⑧　固定資産の圧縮記帳処理

固定資産取得費として一括で交付を受けた補助金及び工事負担金等は、固定資産の取得時に取得原価か

ら直接減額をして計上しております。なお、連結損益計算書においては、補助金等の受入額を補助金収

入として特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を固定資産圧縮損とし

て特別損失に計上しております。

⑨　その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

控除対象外消費税等は、発生連結会計年度の費用として処理しております。

２．会計上の見積りに関する注記

(1) 固定資産の減損

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②　会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

当社グループは、固定資産の減損の兆候の有無を把握するにあたり、各営業施設を独立したキャッシ

ュ・フローを生み出す最小の単位として、各営業施設の営業損益が継続してマイナスとなった場合、土地

の時価が著しく下落した場合、あるいは退店の意思決定をした場合、著しい経営環境の悪化を認識した場

合等に減損の兆候があるものとしております。各営業施設が保有する資産グループに減損の兆候がある場

合には減損テストを実施し、各営業施設の主要な資産の経済的残存使用年数にわたって得られる割引前将

来キャッシュ・フローの見積総額が同施設の固定資産の帳簿価額を下回っている場合には、当該資産グル

ープの帳簿価額を回収可能価額まで減額しています。

固定資産の減損の兆候が把握された各営業施設の将来キャッシュ・フローの見積りにあたっては、各営

業施設の営業継続及び退店の予測、取締役会において承認された各営業施設の収益予測及び営業利益予

測、主力事業であるフィットネス利用者の入会・退会予測、施設のリニューアル予定等の重要な仮定に基

づいており、特に長期化した新型コロナウイルス感染症拡大の影響は、感染症法上の分類が第５類に引き

下げられたこと等の要因により徐々に回復していくものと想定しておりますが、休会又は退会されたフィ

ットネス会員数が感染拡大前の水準に戻るにはまだ期間を要するものと考えております。

このような仮定は不確定要素が多く、上記の仮定に状況変化が生じた場合には、翌連結会計年度の連結

計算書類において、減損損失を計上する可能性があります。

(2) 繰延税金資産の回収可能性

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②　会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

当社グループは、次年度の予算を基礎に見積った将来の課税所得に基づき、将来の税金負担額を軽減す

る効果を有すると認められる範囲内で繰延税金資産を計上しております。将来の課税所得は、当社グルー

プの予算を基礎として見積られますが、これは各営業施設の地域的特徴を加味した売上の成長見込み、人

件費の推移及び施設の改修計画等、重要な仮定が含まれます。

また、次年度予算ついては、長期化した新型コロナウイルス感染症拡大による影響が徐々に回復してい

くものと仮定し算出しております。これらの見積りにおいて用いた仮定は不確定要素が多く、将来の当社

グループを取り巻く環境の変化により見直しが必要となった場合には、翌連結会計年度の連結計算書類に

おいて、繰延税金資産の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

－ 4 －



建物 328,887千円

土地 1,086,461千円

計 1,415,349千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 2,554,514千円

建物及び構築物 149,913千円

工具、器具及び備品 17,903千円

ソフトウェア 12,626千円

合　計 180,444千円

種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普通株式 8,997,000株 －株 －株 8,997,000株

３．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

上記の物件は、長期借入金332,537千円（一年内返済予定の長期借入金235,200千円を含む）の担保に供

しております。

(3) 固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額

(4) 財務制限条項

①　当社の長期借入金171,200千円（１年内返済予定の長期借入金171,200千円を含む）について、以下の財

務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪

失する可能性があります。

１）各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2020年３月期を初回とし、以降の決

算期で２期連続損失とならないこと。

２）各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額を、2020年３

月期を初回とし、直前決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額

の75％以上とすること。

②　当社の長期借入金90,500千円（１年内返済予定の長期借入金34,000千円を含む）について、以下の財務

制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失

する可能性があります。

１）各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2021年３月期を初回とし、以降の決

算期で２期連続損失とならないこと。

２）各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額を、2021年３

月期を初回とし、直前決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額

の75％以上とすること。

③　当社の長期借入金53,324千円（１年内返済予定の長期借入金20,004千円を含む）について、以下の財務

制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失

する可能性があります。

・　2021年３月期を初回とする各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の「純資産の部」の合計

金額に親会社に対する債務を加算した金額に対し、借入金の合計金額（短期借入金、１年内返済予定

の長期借入金及び長期借入金、１年内償還予定の社債及び社債の合計）から親会社に対する債務を控

除した金額の割合を150％以下に維持すること。

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

(2) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

該当事項はありません。

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

該当事項はありません。
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連結貸借対照表計上額
（千円）

時　　　価
（千円）

差　　　額
（千円）

(1) 投資有価証券 22,388 22,388 －

(2) 長期貸付金 33,473 33,473 －

(3) 差入保証金 428,088 394,096 △33,992

資産計 483,950 449,957 △33,992

(1) 社債(一年内償還予定を含む) 76,800 76,750 △49

(2) 長期借入金(一年内返済予定を含む) 932,229 873,533 △58,695

(3) リース債務(一年内返済予定を含む) 61,609 60,919 △690

(4) 長期預り敷金保証金 41,163 39,567 △1,595

負債計 1,111,801 1,050,770 △61,030

５．金融商品に関する注記

(1）金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入等により資金

を調達しております。売掛金及び差入保証金に係る信用リスクは、経理規程の与信管理方針に沿ってリスク

低減を図っております。

投資有価証券は主に業務上の関係を有する上場企業の株式であり、四半期ごとに時価の把握を行っており

ます。

長期貸付金の内容は、店舗建物に対する建設協力金であります。

買掛金、未払金はそのほとんどが２ヶ月以内の支払期日であります。

借入金、社債及びリース債務は、設備投資資金及び運転資金の調達を目的としたものであり、一部の長期

借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

長期預り敷金保証金は、主に店舗に入居するテナントから預け入れられたものです。

(2）金融商品の時価等に関する事項

2023年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

（*）現金及び預金、売掛金、買掛金、短期借入金、未払金、未払法人税等については、短期間で決済され

るため、時価は帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。

－ 6 －



時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

投資有価証券 22,388 － － 22,388

長期貸付金 － 33,473 － 33,473

資産計 22,388 33,473 － 55,861

時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合 計

差入保証金 － 394,096 － 394,096

資産計 － 394,096 － 394,096

社債 － 76,750 － 76,750

長期借入金 － 873,533 － 873,533

リース債務 － 60,919 － 60,919

長期預り敷金保証金 － 39,567 － 39,567

負債計 － 1,050,770 － 1,050,770

(3）金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品

②　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているた

め、レベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引

金利スワップの特例処理による取引がありますが、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体

として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

長期貸付金

建設協力金の時価は、「金融商品会計に関する実務指針」に基づき、将来キャッシュ・フロー

を国債の利回り等で割引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しておりま

す。

差入保証金

差入保証金の時価は、一定の期間ごとに分類し、差入先の与信管理上の信用リスクを考慮し

て、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等で割引いた現在価値により算定しており、

レベル２の時価に分類しております。

社債、長期借入金、リース債務

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定され

る利率で割引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

長期預り敷金保証金

長期預り敷金保証金の時価は、一定の期間ごとに分類し、将来キャッシュ・フローを残存期間

に対応する国債の利回り等で割引いた現在価値により算定しており、レベル２の時価に分類し

ております。
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連結貸借対照表計上額（千円） 当連結会計年度末の時価
（千円）当連結会計年度期首残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高

1,254,823 △17,284 1,237,538 859,305

(1) １株当たり純資産額 153円53銭

(2) １株当たり当期純損失 22円８銭

ウェルネス事業
クリエーション

事業
不動産賃貸事業 その他 合計

フィットネス収入 889,702 － － － 889,702

インターネットカフェ収入 3,632 － － － 3,632

保育収入 2,259,173 － － － 2,259,173

介護収入 87,289 － － － 87,289

オンラインクレーンゲーム収入 － 140,199 － － 140,199

その他収入 2,138 2,746 1,296 217,010 223,191

顧客との契約から生じる収益 3,241,937 142,945 1,296 217,010 3,603,189

その他の収益 1,090 － 169,992 － 171,083

売上高 3,243,028 142,945 171,288 217,010 3,774,272

当連結会計年度

契約負債（期首残高） 15,155

契約負債（期末残高） 2,642

６．賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では北海道内において賃貸用の商業施設を有しております。

2023年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は107,978千円（賃貸収益は売上高に、賃貸費

用は主に売上原価、販売費及び一般管理費に計上）であります。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

（注２）当連結会計年度増減額のうち、増加額は不動産の改装による取得（1,076千円）、減少額は減価償却費

（18,360千円）であります。

（注３）当連結会計年度末の時価は、主として不動産鑑定評価基準に基づいて自社で算定した金額（指標等を用

いて調整を行ったものを含む）であります。

７．１株当たり情報に関する注記

８．収益認識に関する注記

(1) 収益の分解情報

（単位：千円）

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項（２）会計方針に関する事項⑥収益及び費用の

計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

契約負債の残高等

(単位：千円)

契約負債は、主にフィットネス収入にかかる顧客からの前受金に関連するものであります。

契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益のうち、期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、15,155千円であ

ります。
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確定拠出年金への掛金支払額等 9,035千円

期首残高 174,736千円

時の経過による調整額 1,874千円

資産除去債務の履行による減少額 △10,827千円

賃貸借契約の地位承継による減少額 △42,424千円

その他の増減額 △2,315千円

期末残高 121,042千円

９．退職給付に関する注記

(1) 退職給付制度の概要

当社は、2012年４月１日より確定拠出年金制度を採用しております。

(2) 退職給付費用の内訳

10．資産除去債務に関する注記

(1) 資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

①当該資産除去債務の概要

店舗等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

②当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を20～40年と見積り、割引率は0.0～2.3％を使用して資産除去債務の金額を算定しており

ます。

③当連結会計年度における当該資産除去債務の総額の増減

(2) 連結貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

当社は、建物賃貸借契約に基づき使用する本社事務所及び一部の店舗等について、退去時における原状

回復に係る債務を有しておりますが、原状回復を行う必要性が不透明である状況から資産除去債務を合理

的に見積もることが困難なため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
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(2022年４月１日から
2023年３月31日まで)

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資　本

準備金

その他資本剰

余金

資本剰余金

合　　計

利　益

準備金

その他利益

剰余金 利益剰余金

合　　計繰越利益

剰余金

当 期 首 残 高 227,101 1,256,096 325,265 1,581,362 61,000 △595,800 △534,800

事業年度中の変動額

減資 △127,101 127,101 127,101 －

準備金から剰余金

への振替
△82,433 82,433 － △61,000 61,000 －

資本剰余金から利益

益剰余金への振替
△534,800 △534,800 534,800 534,800

当 期 純 損 失 － △369,717 △369,717

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額(純額)
－ －

事業年度中の変動額合計 △127,101 △82,433 △325,265 △407,699 △61,000 226,083 165,083

当 期 末 残 高 100,000 1,173,662 － 1,173,662 － △369,717 △369,717

株主資本 評価･換算差額等

純 資 産

合 計自己株式
株主資本

合　　計

その他有価

証券評価差

額 金

評価･換算

差額等合計

当 期 首 残 高 △9,684 1,263,978 11,221 11,221 1,275,200

事業年度中の変動額

減資 － －

準備金から剰余金

への振替
－ －

資本剰余金から利益

剰余金への振替
－ －

当 期 純 損 失 △369,717 △369,717

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額(純額)
－ 2,273 2,273 2,273

事業年度中の変動額合計 － △369,717 2,273 2,273 △367,444

当 期 末 残 高 △9,684 894,261 13,494 13,494 907,756

株主資本等変動計算書

（単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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・市場価格のない株式等

以外のもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定）

①　有形固定資産

（リース資産を除く）

建物（建物附属設備を含む）及び構築物は定額法、その他は定率法によっ

ております。

個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　子会社株式 移動平均法による原価法

②　その他有価証券

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

③　棚卸資産

・商品・貯蔵品 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３年～47年

工具、器具及び備品 ２年～15年

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、３年間で均等償

却する方法を採用しております。

②　無形固定資産

（リース資産を除く）

・自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法により償却しておりま

す。

③　リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取り決めがある場

合には残価保証額）とする定額法によっております。

④　長期前払費用 定額法によっております。

(3) 繰延資産の処理方法

社債発行費 社債の償還期間にわたり定額法により償却しております。

(4) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

②　賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に

帰属する額を計上しております。

③　株主優待引当金 株主優待制度に伴う費用の発生に備えるため、当事業年度末において将来

利用されると見込まれる額を計上しております。

④　転貸損失引当金 転貸借契約の解除に伴い賃貸借契約の残存期間に発生する損失に備え、支

払義務のある賃料等総額及び原状回復費用等の損失見込額を計上しており

ます。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法 特例処理の要件を満たしている金利スワップについて、特例処理を採用し

ております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…金利スワップ取引

ヘッジ対象…借入金

③　ヘッジ方針 デリバティブ取引は借入金利等の将来の金利市場における利率上昇による

変動リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針でありま

す。

④　ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップの特例処理の要件を満たしており、その判定をもって有効性

の判定に代えております。

－ 11 －



（6) 収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務

を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。なお、当社の取引に関

する支払条件は、通常、短期のうちに支払期日が到来し、契約に重要な金融要素は含まれておりません。

１）フィットネス収入

フィットネス施設の利用について、顧客との利用契約に基づきサービスを提供する履行義務を負って

おります。

フィットネス収入は主に会員からの会費や有料プログラムの利用料からなっており、会費は契約期間

に応じて履行義務が充足されるため、当該期間にわたって収益を認識し、有料プログラムはサービス

提供時に履行義務が充足されるため、当該サービス提供時点で収益を認識しております。

また、プロテイン類等の商品販売に係る収益については、商品の引き渡し時点において顧客が当該商

品に対する支配を獲得して履行義務が充足されるため、当該商品の引き渡し時点で収益を認識してお

ります。なお、トレーニングウェア等の一部の商品については、他の企業から販売を受託していると

判断される代理人に該当する取引であるため、顧客から受け取る額から当該他の企業に支払う額を控

除した純額で収益を認識しております。

２）保育収入

主に保育施設の利用について、顧客との利用契約に基づきサービスを提供する履行義務を負っており

ます。

保育施設の利用は、顧客へのサービス提供が完了した時点で履行義務が充足されるため、サービスの

提供が完了した月を基準として収益を認識しております。

また、コンサルティング業務を行っており、保育施設の経営・教育コンサルティング、運営指導、園

職員の研修に関し、顧客との契約に基づいてコンサルティングサービス等を提供する履行義務を負っ

ております。当該サービスが提供される契約期間にわたり履行義務が充足されるため、当該期間にわ

たって収益を認識しております。

３）介護収入

主に介護施設の利用及び訪問介護サービスの利用について、顧客との利用契約に基づきサービスを提

供する履行義務を負っております。

介護施設の利用及び訪問介護サービスの利用は、顧客へのサービス提供が完了した時点で履行義務が

充足されるため、サービスの提供が完了した月を基準として収益を認識しております。

４）オンラインクレーンゲーム収入

オンラインクレーンゲームの利用について、顧客とのサービス利用規約に基づきサービスを提供する

履行義務を負っております。

ゲーム内におけるサービス提供時において、履行義務が充足されると判断し、当該サービスの提供時

点において収益を認識しております。

５）不動産賃貸収入

不動産管理業務について、顧客との不動産管理契約に基づき賃貸施設の管理や清掃等のサービスを提

供する履行義務を負っております。

当該サービスは継続的に提供しており、履行義務は契約期間にわたり充足されるため、当該期間にわ

たって収益を認識しております。

なお、不動産賃貸業務については「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に基づく

取引であり、顧客との契約から生じる収益以外の収益であります。

（7) 固定資産の圧縮記帳処理

固定資産取得費として一括で交付を受けた補助金及び工事負担金等は、固定資産の取得時に取得原価か

ら直接減額をして計上しております。なお、損益計算書においては、補助金等の受入額を補助金収入とし

て特別利益に計上するとともに、固定資産の取得原価から直接減額した額を固定資産圧縮損として特別損

失に計上しております。

（8) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として処理しております。
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有形固定資産 2,178,657千円

無形固定資産 10,972千円

合　計 2,189,629千円

繰延税金資産（純額） △12,798千円

建物 328,887千円

土地 1,086,461千円

計 1,415,349千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 2,342,525千円

建物 73,732千円

２．会計上の見積りに関する注記

(1) 固定資産の減損

①　当事業年度の計算書類に計上した金額

②　会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

当社は、固定資産の減損の兆候の有無を把握するにあたり、各営業施設を独立したキャッシュ・フロー

を生み出す最小の単位として、各営業施設の営業損益が継続してマイナスとなった場合、土地の時価が著

しく下落した場合、あるいは退店の意思決定をした場合、著しい経営環境の悪化を認識した場合等に減損

の兆候があるものとしております。各営業施設が保有する資産グループに減損の兆候がある場合には減損

テストを実施し、各営業施設の主要な資産の経済的残存使用年数にわたって得られる割引前将来キャッシ

ュ・フローの見積総額が同施設の固定資産の帳簿価額を下回っている場合には、当該資産グループの帳簿

価額を回収可能価額まで減額しています。

固定資産の減損の兆候が把握された各営業施設の将来キャッシュ・フローの見積りにあたっては、各営

業施設の営業継続及び退店の予測、取締役会において承認された各営業施設の収益予測及び営業利益予

測、主力事業であるフィットネス利用者の入会・退会予測、施設のリニューアル予定等の重要な仮定に基

づいており、特に長期化した新型コロナウイルス感染症拡大の影響は、感染症法上の分類が第５類に引き

下げられたこと等の要因により徐々に回復していくものと想定しておりますが、休会又は退会されたフィ

ットネス会員数が感染拡大前の水準に戻るにはまだ期間を要するものと考えております。

このような仮定は不確定要素が多く、上記の仮定に状況変化が生じた場合には、翌事業年度の計算書類

において、減損損失を計上する可能性があります。

(2) 繰延税金資産の回収可能性

①　当事業年度の計算書類に計上した金額

②　会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

当社は、次年度の予算を基礎に見積った将来の課税所得に基づき、将来の税金負担額を軽減する効果を

有すると認められる範囲内で繰延税金資産を計上しております。将来の課税所得は、当社の予算を基礎と

して見積られますが、これは各営業施設の地域的特徴を加味した売上の成長見込み、人件費の推移及び施

設の改修計画等、重要な仮定が含まれます。

また、次年度予算については、長期化した新型コロナウイルス感染症拡大による影響が徐々に回復して

いくものと仮定し算出しております。これらの見積りにおいて用いた仮定は不確定要素が多く、将来の当

社を取り巻く環境の変化により見直しが必要となった場合には、翌事業年度の計算書類において、繰延税

金資産の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

３．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

上記の物件は、長期借入金332,537千円（一年内返済予定の長期借入金235,200千円を含む）の担保に

供しております。

(3) 固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額
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エムシーツー株式会社 100,000千円

ＩＴグループ株式会社 50,000千円

計 150,000千円

①　短期金銭債権 316,692千円

②　短期金銭債務 724千円

①　売上高 220,094千円

②　仕入高 69千円

③　その他の営業取引高 21,181千円

営業取引以外の取引による取引高 43,552千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 42,988株 －株 －株 42,988株

(4) 偶発債務

　以下の関係会社の銀行借入金等に対し債務保証を行っております。

(5) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

(6) 財務制限条項

①　当社の長期借入金171,200千円（１年内返済予定の長期借入金171,200千円を含む）について、以下の財

務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪

失する可能性があります。

１）各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2020年３月期を初回とし、以降の決

算期で２期連続損失とならないこと。

２）各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額を、2020年３

月期を初回とし、直前決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額

の75％以上とすること。

②　当社の長期借入金90,500千円（１年内返済予定の長期借入金34,000千円を含む）について、以下の財務

制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失

する可能性があります。

１）各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2021年３月期を初回とし、以降の決

算期で２期連続損失とならないこと。

２）各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額を、2021年３

月期を初回とし、直前決算期の末日における連結の貸借対照表に示される「純資産の部」の合計金額

の75％以上とすること。

③　当社の長期借入金53,324千円（１年内返済予定の長期借入金20,004千円を含む）について、以下の財務

制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失

する可能性があります。

・　2021年３月期を初回とする各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表の「純資産の部」の合計

金額に親会社に対する債務を加算した金額に対し、借入金の合計金額（短期借入金、１年内返済予定

の長期借入金及び長期借入金、１年内償還予定の社債及び社債の合計）から親会社に対する債務を控

除した金額の割合を150％以下に維持すること。

４．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

営業取引による取引高

５．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項
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繰延税金資産

未払事業所税否認 1,687千円

未払社会保険料否認 1,100千円

賞与引当金 6,878千円

株主優待引当金 6,518千円

固定資産減損による評価損 96,707千円

資産除去債務 38,095千円

投資有価証券評価損 5,444千円

繰越欠損金 1,213,048千円

その他 24,371千円

繰延税金資産小計 1,393,852千円

評価性引当額 △1,393,852千円

繰延税金資産合計 －千円

繰延税金負債

金融商品会計差額金 △149千円

資産除去債務 △11,322千円

その他有価証券評価差額金 △1,327千円

繰延税金負債合計 △12,798千円

繰延税金資産の純額 △12,798千円

種類 会社等の名称
議決権等の所有

(被所有)割合(％)
関連当事者
と の 関 係

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

親会社 RIZAPグループ㈱
被所有
直接 59.64％

役員の受入
等

資金の返済
(注1）

利息の支払
(注1)

債務被保証
(注2）

150,000

36,202

143,824

短期借入金

未払費用

－

1,050,000

82

－

６．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。

７．関連当事者との取引に関する注記

親会社

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１. 当社はRIZAPグループ株式会社より資金の借入を行っており、借入金利は、市場金利を勘案して決定

しております。なお、担保は差し入れておりません。

２. 当社は金融機関からの借入に対して債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりま

せん。
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種類 会社等の名称
議決権等の所有

(被所有)割合(％)
関連当事者
と の 関 係

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

子会社

エムシーツー㈱
所有
直接　100％

役員の兼務

経営指導料の
受取（注1）

債 務 の 保 証
(注2)

保証料の受取
(注2)

2,400

100,000

99

未収入金

－

未収収益

770

－

8

ＩＴグループ㈱
所有
間接　100%

役員の兼務

保育業務受託
収入（注3）

経営指導料の
受取（注1）

債 務 の 保 証
(注2)

保証料の受取
(注2)

出向者給与の
受取（注4）

155,552

2,400

50,000

49

769,331

売掛金

未収入金

－

未収収益

未収入金

61,160

660

－

4

238,338

㈱ フ ォ ー ユ ー
所有
直接　100％

役員の兼務
経営指導料の
受取（注1）

2,400 未収入金 660

(1) １株当たり純資産額 101円38銭

(2) １株当たり当期純損失 41円29銭

期首残高 165,008千円

時の経過による調整額 1,822千円

資産除去債務の履行による減少額 △10,827千円

賃貸借契約の地位承継による減少額 △42,424千円

その他の増減額 △199千円

期末残高 113,378千円

子会社及び関連会社等

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注）１. 経営指導料については、業務内容を勘案して決定しております。

２. 当社はエムシーツー株式会社及びＩＴグループ株式会社の金融機関からの借入に対して債務保証を

行っております。なお、一定の料率に基づく債務保証料を受領しております。

３．保育業務受託収入については、一般的取引条件と同様に、市場価格、総原価等を勘案して決定して

おります。

４．出向者に係る人件費は、出向元の給与を基準に双方協議のうえ決定しております。

５. 上記の取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

８．１株当たり情報に関する注記

９．収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報

「１．重要な会計方針に係る事項（６）収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

10．資産除去債務に関する注記

(1) 資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

①当該資産除去債務の概要

店舗等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

②当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を20～40年と見積り、割引率は0.0～2.3％を使用して資産除去債務の金額を算定しており

ます。

③当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減
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(2) 貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

当社は、建物賃貸借契約に基づき使用する本社事務所及び一部の店舗等について、退去時における原状回

復に係る債務を有しておりますが、原状回復を行う必要性が不透明である状況から資産除去債務を合理的に

見積もることが困難なため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。
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